
 

 

 

学校情報セキュリティポリシーの策定について 

 

１ 概要 

 情報セキュリティを確保するための方針、体制、対策等を包括的に定める情報セキュリティポリシー（以

下、「ポリシー」という。）について、立川市ではこれまで、「立川市情報セキュリティ規則」及び「情報

セキュリティ実施手順」をポリシーとして運用してきた。しかし、ICT 及びセキュリティを取り巻く環境

が大きく変わっている中で対応が困難であることなどから、市ではポリシーの再構築を行っている。 

 学校は、これまで、市のポリシーを一部書き換えて対応していたが、市と学校では考え方や環境が異な

る部分が多いため、新たに学校独自のポリシーを策定することとした。 

 

２ 新たな体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 策定のスケジュール 

時期 取組事項 

平成 29年 1月 26日 学校情報セキュリティ委員会にてポリシーの検討・承認 

平成 29年 2月 9日 第３回教育委員会定例会にてポリシーの協議・決定 

平成 29年 3月 校長会・副校長会にてアナウンス 

各学校で情報資産関連台帳の作成（～6月頃まで） 

平成 29年 4月 学校情報セキュリティポリシー施行 

平成 29年 6月頃 新情報セキュリティ実施手順策定 

 

情報セキュリティ実施手順 

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ 

ポ
リ
シ
ー 

情報セキュリティ基本方針 

情報セキュリティ対策基準 

情報セキュリティ対策の目的、体系等、情報セキュ

リティに対する基本的な考え方を示すもの。 

情報セキュリティ対策として求められる水準を実

現するための、具体的な遵守事項や判断基準等を定

めるもの。 

情報セキュリティポリシーに規定された内容を実

行するための、具体的な手順を定めるもの（マニュ

アル）。 

平 成 2 9 年 ２ 月 ９ 日 

第３回教育委員会資料 
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